
1960×5360×2540

2ｔ 

高所作業車

車両系建設機械

車両系荷役運搬機械
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1960×5360×2540

2ｔ 

fjfjfj

車両系林業機械

その他

運転免許
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1t
以 × ×

fjfjfj

1t未満

　労働安全衛生法関連法令の改正により2006年4月1日からクレーン運転士とデリック運転士が統
合され、　『クレーン・デリック運転士免許』となります。

※1：床上運転式クレーン：床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに移動するクレーンです。

※2：床上操作式クレーン：床上で運転し、かつ、運転者がつり荷の移動とともに移動するクレーンです。

※3：積載荷重250ｋｇ以上で昇降路高さ10ｍ以上の建設用リフトの運転。

※4：改正前のデリック運転士免許はそのまま（旧）デリック運転士免許となります。

※5：移動式クレーン：穴堀建柱車運転業務（荷役）は移動式クレーン（1ｔ以上5ｔ未満）、
　　  小型移動式クレーン運転技能講習もしくは、移動式クレーン運転免許が必要です。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
建設用
リフト

250kg
以上
※3

〇

玉掛け業務

× ×

〇

×

〇〇 〇 〇 〇

× ×

クレーン等

〇 〇 〇

〇 ××

× 〇 × ×

× ×

× ×

×

×

×〇 〇

×

×

デリック

5t未満 〇 × × × × × ×

0.5t
以上
0.5t
未満

〇 × × × × 〇 〇× × ×

× ×

0.5t
以上

1t未満
× × × × × 〇 〇 〇 × × × × ×

× × × 〇 〇 × × × ×

× 〇 × × × ×

移動式
クレーン

※5

0.5t
以上 × × × × × 〇 × × × × × × ×

1t
以上

5t未満
× ×

クレーン

0.5t
以上
5t

未満

〇 〇 〇 〇 〇 × ×

× 〇 × × × ×

跨（こ）線
テルハ

〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 × × × ×

× 〇 × × × ×

床上運転式
クレーン※1

〇 〇 〇 × × × × × 〇 × × × ×

クレーン
（無線操作
式含む）

5t
以上

〇 〇 × × × × ×

床上運転式
クレーン※2

〇 〇 〇 〇 × × ×

免許・資格種類
ｸﾚｰﾝの種類
（業務内容）

クリーン・デリック 移動式クレーン デリック 玉掛け
建設用
リフト

グ
リ
ー
ン
・
デ
リ

ッ
ク
運
転
士
免
許

クリーン・
デリック
運転士
免許

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン

運
転
技
能
講
習

ク
レ
ー
ン
の
運
転
の

業
務
特
別
教
育

移
動
式
ク
レ
ー
ン

運
転
士
免
許

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン

運
転
技
能
講
習

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の

運
転
の
業
務
特
別
教
育

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ

ッ
ク

の
運
転
士
免
許
※
4

デ
リ

ッ
ク
の
運
転

の
業
務
特
別
教
育

玉
掛
け
技
能
講
習

玉
掛
け
業
務
の

特
別
教
育

建
設
用
リ
フ
ト
の

運
転
の
業
務
特
別
教
育

ク
レ
ー
ン
限
定

床
上
運
転
式

ｸ
ﾚ

ｰ

ﾝ

限
定
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